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(57)【要約】
【課題】高速度カメラによる撮影データを送信する際の
オーバーヘッドを低減し、効率的なデータ送信が可能な
データ収集装置を提供する。
【解決手段】撮像手段２０の画像データを記憶する第１
記憶手段３２、第１記憶手段３２の画像データをデータ
送信条件ＤＳＪに基づいて記憶する第２記憶手段３４、
制御部４０を有し、データ送信条件ＤＳＪは、トリガー
条件ＴＧＪ、データ抽出条件ＤＣＪ、第１記憶手段３２
の画像データを第２記憶手段３４に送信する際の送信デ
ータＳＤのデータ容量を撮像スピードに応じて規定した
送信データ生成条件ＳＳＪを有し、制御部４０は、画像
データを構成するフレームデータがトリガー条件ＴＧＪ
を満たした場合、データ抽出条件ＤＣＪに基づき画像デ
ータを所要の時間範囲で抽出し、抽出した画像データを
構成するフレームデータを、送信データ生成条件ＳＳＪ
で規定されたデータ容量に結合する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像データを一時的に記憶する第１記憶手段と、
　前記第１記憶手段に記憶されている画像データを予め設定されているデータ送信条件に
基づいて記憶する第２記憶手段と、
　データ送信条件が予め記憶部に記憶されている制御部と、を具備し、
　前記データ送信条件は、少なくとも、
　前記第１記憶手段に記憶されている画像データを前記第２記憶手段に記憶させるための
条件が、前記画像データを構成するフレームの画像情報または撮像対象の装置に配設され
た検出手段による検出値に基づいて規定するトリガー条件と、
　前記トリガー条件を満たした画像データのフレームを基準フレームとして、該基準フレ
ームの前後における画像データの抽出時間を規定するデータ抽出条件と、
　前記第１記憶手段に記憶されている画像データを前記第２記憶手段に送信する際におい
て、一回のデータ送信処理において送信される送信データのデータ容量を前記撮像手段の
撮像スピードに応じて規定した送信データ生成条件と、を有していて、
　前記制御部は、前記第１記憶手段に記憶されている画像データを構成するフレームデー
タの画像情報または前記検出手段の検出値のうち少なくとも一方が前記トリガー条件を満
たした場合、
　前記データ抽出条件に基づいて、前記第１記憶手段に記憶されている画像データを所要
の時間範囲で抽出し、該抽出した画像データを構成するフレームデータを、前記送信デー
タ生成条件で規定されたデータ容量となるまで結合することにより送信データを生成した
後、
　該送信データを前記第２記憶手段に送信する処理を行うことを特徴とするデータ収集装
置。
【請求項２】
　前記送信データ生成条件は、前記第１記憶手段から抽出した画像データを構成するフレ
ームデータを結合する際において、前記送信データ内において隣接するフレームデータが
時系列的に不連続となる条件に設定されていることを特徴とする請求項１記載のデータ記
憶装置。
【請求項３】
　前記撮像手段は、撮像スピードが調整可能であることを特徴とする請求項１または２記
載のデータ収集装置。
【請求項４】
　前記データ送信条件の各々は、個別に設定変更可能であることを特徴とする請求項１～
３のうちのいずれか一項に記載のデータ収集装置。
【請求項５】
　前記データ送信条件は、前記送信データを構成する個々のフレームデータに分割した後
に、該分割したフレームデータの各々を時系列的に連続させるためのフレーム再組み立て
用条件をさらに有していて、
　前記制御部は、前記フレーム再組み立て用条件に基づいて、前記第２記憶手段に記憶さ
せた前記送信データ内のフレームデータを時系列的に連続させた画像データに組み立て直
しする処理を行うことを特徴とする請求項１～４のうちのいずれか一項に記載のデータ収
集装置。
【請求項６】
　前記第２記憶手段は、可搬型の外部記録媒体であることを特徴とする請求項１～５のう
ちのいずれか一項に記載のデータ収集装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はデータ収集装置に関し、より詳細には、観察対象物を常時撮像する撮像手段に
より撮像した画像データのうち、必要時における画像データのみを抽出して記録すること
が可能なデータ収集装置において、記憶手段への画像データの送信を効率的に行うことが
可能なデータ収集装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　製品を効率的に製造するため、自動製造装置が広く用いられている。このような自動製
造装置は、予め設定されている条件下においては効率的に製品を製造することができるが
、予め設定されている条件から外れた部品等が自動製造装置内に供給されると、装置トラ
ブルを発生することが多い。このような装置トラブルが発生すると、トラブルの原因が除
去されるまで、製品の製造がストップしてしまうため、自動製造装置のリスタートの設定
をするための人員（監視員）を配置しなければならない。
　しかしながら、生産現場にはさまざまな自動製造装置が配置されていることに加え、装
置トラブルは突然発生するものであるから、監視員は、装置トラブルが発生した原因を除
去して自動製造装置をリスタートさせることはできるものの、装置トラブル発生の瞬間に
立ち会うことや装置トラブルの原因を解消させるための資料を収集することはできなかっ
た。
【０００３】
　そこで、自動製造装置の稼動状態を撮像する撮像手段を有し、撮像手段により撮像され
た画像データを画像記憶手段に記憶させ、画像記憶手段に記憶された画像データのうち、
装置トラブルの発生タイミングをトリガーとして、トリガー発生時点および少なくともそ
の直前を含む所定時間分の画像データを記憶媒体に記録するための監視装置が、例えば特
許文献１において提案されている。
【０００４】
　特許文献１に開示されている監視装置によれば、自動製造装置にトラブルが発生したタ
イミングと、トラブルが発生する前および後の所要時間にわたる自動製造装置の稼動状態
を画像データで記憶しておくことができる。これにより、監視員が装置トラブル発生の瞬
間に立ち会うことができなくても、画像データにより装置トラブル発生時におけるメカニ
ズムを解明することができるため有効である。
　近年においては、撮像手段の性能が向上し、数千フレーム毎秒の撮像性能を有するいわ
ゆる高速度カメラを用いた監視装置も提供されており、このような高速度カメラにより撮
像された画像データを用いることで、より詳細に装置トラブル発生時におけるメカニズム
の解明を行うことができるようになった。
【特許文献１】登録実用新案第３０４９３５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　撮像手段により撮像された画像データは、画像記憶手段に一旦記憶された後、トリガー
の発生により、画像記憶手段から別の記憶手段に画像データを送信する処理がなされる。
撮像手段の撮像スピードが数十フレーム毎秒～数百フレーム毎秒程度であれば、個々の画
像データを構成するフレームデータは、画像データとしてのデータ容量が十分であるため
、画像記憶手段から記憶手段へ画像データを送信する際に、個々のフレームデータを一枚
ずつ送信する方法を採用することができる。
　しかしながら、撮像手段の撮像スピードが高速になると、撮像手段の処理能力の制約に
よりフレームデータ１つあたりにおけるデータ容量が小さくなってしまう。このような小
容量のデータを従来と同様にフレームデータの時系列順にそって個別のフレームデータを
画像記憶手段から記憶手段にデータ送信を行うと、オーバーヘッドが大きくなり、効率的
な画像データの送信処理ができなくなってしまうという課題が生じている。
【０００６】
　そこで本願発明は、高速度カメラを用いたデータ収集装置において、トリガー発生時の
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前後における画像データを常時記憶している第１記憶手段から第２記憶手段に送信する際
において、送信データにおけるオーバーヘッドを小さくすることで、効率的な画像データ
の送信を可能にしたデータ収集装置の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上の目的を達成するため、各種の検討を行った結果、第１記憶手段から第２記憶手段
へ送信するデータを送信する際において、一回のデータ送信処理における画像データの容
量がオーバーヘッド状態になること防ぐために、撮像手段の撮像スピードに合わせて、画
像データを構成するフレームデータを複数枚まとめた状態で送信処理することにより、送
信ファイルのオーバーヘッドによる送信効率の低下を防ぐことが可能であることを見出し
、本願発明を完成させた。
　すなわち、本願発明は、撮像手段と、前記撮像手段により撮像された画像データを一時
的に記憶する第１記憶手段と、前記第１記憶手段に記憶されている画像データを予め設定
されているデータ送信条件に基づいて記憶する第２記憶手段と、データ送信条件が予め記
憶部に記憶されている制御部と、を具備し、前記データ送信条件は、少なくとも、前記第
１記憶手段に記憶されている画像データを前記第２記憶手段に記憶させるための条件が、
前記画像データを構成するフレームの画像情報または撮像対象の装置に配設された検出手
段による検出値に基づいて規定するトリガー条件と、前記トリガー条件を満たした画像デ
ータのフレームを基準フレームとして、該基準フレームの前後における画像データの抽出
時間を規定するデータ抽出条件と、前記第１記憶手段に記憶されている画像データを前記
第２記憶手段に送信する際において、一回のデータ送信処理において送信される送信デー
タのデータ容量を前記撮像手段の撮像スピードに応じて規定した送信データ生成条件と、
を有していて、前記制御部は、前記第１記憶手段に記憶されている画像データを構成する
フレームデータの画像情報または前記検出手段の検出値のうち少なくとも一方が前記トリ
ガー条件を満たした場合、前記データ抽出条件に基づいて、前記第１記憶手段に記憶され
ている画像データを所要の時間範囲で抽出し、該抽出した画像データを構成するフレーム
データを、前記送信データ生成条件で規定されたデータ容量となるまで結合することによ
り送信データを生成した後、該送信データを前記第２記憶手段に送信する処理を行うこと
を特徴とするデータ収集装置データ収集装置である。
【０００８】
　また、前記送信データ生成条件は、前記第１記憶手段から抽出した画像データを構成す
るフレームデータを結合する際において、前記送信データ内において隣接するフレームデ
ータが時系列的に不連続となる条件に設定されていることを特徴とする。これにより、第
１記憶手段から第２記憶手段へのデータ送信時における通信トラブルにより、あるタイミ
ングにおける画像データの欠落を防止することができ、データ送信時における信頼性を向
上させることができる。これにより、トリガー発生時およびその前後における画像データ
の連続性が保持されるため、後の画像データの分析を精密に行うことができる。
【０００９】
　また、前記撮像手段は、撮像スピードが調整可能であることを特徴とする。これにより
、観察対象の動作等に応じたフレーム数での撮像が可能になり、ひいては適切な大きさの
画像データを収集することができ、後の画像データの分析を精密に行うことができる。
【００１０】
　また、前記データ送信条件の各々は、個別に設定変更可能であることを特徴とする。こ
れにより、データ収集装置の汎用性を向上させることが可能になる。
【００１１】
　また、前記データ送信条件は、前記送信データを構成する個々のフレームデータに分割
した後に、該分割したフレームデータの各々を時系列的に連続させるためのフレーム再組
み立て用条件をさらに有していて、前記制御部は、前記フレーム再組み立て用条件に基づ
いて、前記第２記憶手段に記憶させた前記送信データ内のフレームデータを時系列的に連
続させた画像データに組み立て直しする処理を行うことを特徴とする。これにより、第２
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記憶手段に送信された複数の送信データは、第１記憶手段内に記憶されていた状態の画像
データに戻すことができる。
【００１２】
　また、前記第２記憶手段は、可搬型の外部記録媒体であることを特徴とする。これによ
り、抽出した画像データを他のパーソナルコンピュータなどの外部装置においても使用す
ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明にかかるデータ収集装置によれば、第１記憶手段に記憶された画像データの必要
部分を第２記憶手段へデータ送信する際に、撮像手段の撮像スピードに合わせて送信デー
タを構成するフレームデータの結合数を変更することにより、撮像スピードが高速になり
、画像データを構成する個々のフレームデータにおけるデータ容量（ファイル容量）が小
さくなったとしても、第１記憶手段から第２記憶手段へのデータ送信時のオーバーヘッド
を小さくすることができ、効率的な画像データの送信処理が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明にかかるデータ収集装置の実施形態について、図面に基づいて説明する。
図１は、本実施形態におけるデータ収集装置の斜視図である。図２は、本実施形態におけ
るデータ収集装置の概略構成を示すブロック図である。
　本実施形態におけるデータ収集装置１０は、撮像手段である高速度カメラ２０と、高速
度カメラ２０に接続されたデータ収集装置本体３０に収容され、高速度カメラ２０より撮
像された画像データを記憶する第１記憶手段であるランダムアクセスメモリ３２と、第２
記憶手段である不揮発型メモリからなる可搬型外部記録媒体３４と、高速度カメラ２０、
ランダムアクセスメモリ３２、外部記録媒体３４の動作をそれぞれ制御するＣＰＵ４２お
よび記憶部４４からなる制御部４０と、データ収集装置本体３０と一体に設けられた操作
部５０および表示部６０と、を有している。
【００１５】
　本実施形態における高速度カメラ２０は、光学レンズとイメージセンサとにより構成さ
れている。高速度カメラ２０の撮像スピードは、２０フレーム毎秒～８０００フレーム毎
秒の任意の撮像スピードに設定可能である。高速度カメラ２０の撮像スピードの設定は、
ユーザが操作部５０を介して高速度カメラ２０の撮像スピードを規定するデータ値を編集
することにより適宜設定することができる。高速度カメラ２０は通信ケーブル２２を介し
てデータ収集装置本体３０に接続されている。高速度カメラ２０が撮像した画像データは
、通信ケーブル２２からデータ収集装置本体３０に内蔵されているランダムアクセスメモ
リ３２にフレーム毎に撮像した高速度カメラ２０および撮像時間等の情報が付加された状
態で記憶される。ランダムアクセスメモリ３２および外部記録媒体３４の記憶容量は、高
速度カメラ２０の撮像スピードおよび撮像した画像データの容量と、トリガー発生時の前
後における画像データの抽出時間の幅に対応した十分余裕のある容量が確保されている。
【００１６】
　ランダムアクセスメモリ３２には、高速度カメラ２０により撮像された画像データが時
系列に沿って順次記憶されるキャプチャー領域３２ａと、後述する送信データＳＤを一時
的に記憶する送信データ生成領域３２ｂとにより構成されている。本実施形態においては
、キャプチャー領域３２ａの容量と送信データ生成領域３２ｂとを９：１の割合に設定し
た。キャプチャー領域３２ａと送信データ生成領域３２ｂとの記憶容量の割合は、この割
合に限定されるものではない。ランダムアクセスメモリ３２は、キャプチャー領域３２ａ
と送信データ生成領域３２ｂとのそれぞれに対して別体のメモリを設けることももちろん
できる。
　キャプチャー領域３２ａに高速度カメラ２０からの画像データを次々と記憶させると、
キャプチャー領域３２ａの記憶可能容量が減少し、やがて新しい画像ファイルを記憶させ
ることができなくなる。このような状態においては、新たに記憶させるべき画像データは
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、キャプチャー領域３２ａ内において最も撮像時間の古い画像データの記憶領域に上書き
する処理を行っている。このように本実施形態においては、ランダムアクセスメモリ３２
のキャプチャー領域３２ａをいわゆるリングバッファ状にして用いている。
【００１７】
　本実施形態における制御部４０の記憶部４４には、ランダムアクセスメモリ３２のキャ
プチャー領域３２ａから外部記録媒体３４に画像データを送信する際の条件であるデータ
送信条件ＤＳＪおよびデータ収集装置１０の制御プログラムＰＧＭが予め記憶されている
。
　データ送信条件ＤＳＪは、ランダムアクセスメモリ３２に記憶されている画像データを
外部記録媒体３４に記憶させるタイミングを規定するトリガー条件ＴＧＪと、トリガー条
件ＴＧＪを満たしたタイミングにおけるフレームを基準フレームとして、基準フレームの
前後における画像データの抽出時間を規定するデータ抽出条件ＤＣＪと、ランダムアクセ
スメモリ３２から画像データを送信する際において、一回のデータ送信処理における送信
データＳＤを構成するための画像データにおけるフレームデータの結合数を高速度カメラ
２０の撮像スピードに応じて規定する送信データ生成条件ＳＳＪと、を少なくとも有して
いる。
　以下に、各条件について詳細に説明する。
【００１８】
　トリガー条件ＴＧＪは、高速度カメラ２０が撮像した画像データを構成する個々のフレ
ームデータと、予め制御部４０の記憶部４４に記憶されている基準フレームデータと、を
制御部４０のＣＰＵ４２がピクセル毎に分解し、互いに対応する位置のピクセルどうしを
公知の方法で比較（比較対象ピクセルにおける輝度、明度、色度等の比較）し、それぞれ
のピクセルが同一ピクセルであるか異なるピクセルであるかについて判断し、全体のピク
セル数における相違ピクセル数が予め設定された数以上であると判断した場合にトリガー
を発生する画像トリガー条件や、別体の検出手段を観察対象の装置またはその近接位置に
配設しておき、検出手段による検出値が予め定められている許容値を超えた際にトリガー
を発生する検出値トリガー条件等により構成することができる。
　トリガー条件ＴＧＪは以上に説明した全てを組み合わせて構成してもよいし、いずれか
１つにより構成することもできる。本装置によりデータの記録をする観察対象の構成に応
じて適宜トリガー条件を組み合わせて使用することももちろん可能である。
【００１９】
　データ抽出条件ＤＣＪは、上記のトリガー条件ＴＧＪにより規定された条件を満たした
タイミングにおける画像データのフレームを基準フレームとして、基準フレームを含み基
準フレームの前後における画像データの抽出時間を規定するためのものである。本実施形
態においては、高速度カメラ２０を用いて画像データを生成しているので、基準フレーム
の前後それぞれ数秒間をデータ抽出時間に設定している。本実施形態におけるデータ抽出
時間は、基準フレームの前後（トリガー発生時の前後）においてそれぞれ同じ時間に設定
しているが、基準フレームの前後のいずれかに重要な画像が存在することが予想される場
合等においては、基準フレームの前後のデータ抽出時間をそれぞれ異ならせてもよい。
【００２０】
　送信データ生成条件ＳＳＪは、トリガー条件ＴＧＪに基づいてトリガーが発生し、高速
度カメラ２０により撮像された画像データをランダムアクセスメモリ３２のキャプチャー
領域３２ａから制御部４０の記憶部４４に送信する際に、キャプチャー領域３２ａから取
り出した画像データを構成するフレームデータを結合させてなる送信データＳＤのファイ
ル容量を規定する条件である。
　制御部４０のＣＰＵ４２は、キャプチャー領域３２ａから抽出された画像データを構成
するフレームデータを送信データ生成条件ＳＳＪにより規定された容量になるまでバイナ
リ的に直列に結合して送信データＳＤを生成する。生成された送信データＳＤは、ランダ
ムアクセスメモリ３２の送信データ生成領域３２ｂに一時的に記憶される。送信データ生
成領域３２ｂに送信データＳＤが記憶されると、ＣＰＵ４２は直ちに送信データ生成領域
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３２ｂから送信データＳＤを抽出して記憶部４４にデータ送信させる処理を行う。
【００２１】
　本実施形態における送信データ生成条件ＳＳＪは、ランダムアクセスメモリ３２のキャ
プチャー領域３２ａに記憶されている画像データを構成するフレームデータを複数バイナ
リ的に連結する際において、連結後の送信データＳＤにおいて隣接する前後のフレームデ
ータが時間的に連続しない組み合わせとなるように予め結合用マップが設定されている。
　以下に、結合用マップの具体例について詳細に説明する。
【００２２】
　（結合用マップの具体例１）
　例えば、送信すべき画像データを構成するフレームデータの数が１００フレームであり
、フレームデータを１０個ずつ結合して１つの送信データＳＤを生成する場合においては
、画像データを構成するフレームデータのフレーム番号をＦｘｘとして付与すると、フレ
ーム番号はＦ００～Ｆ９９となる。これらのフレームデータを１０枚ずつ結合させると１
０個の送信データＳＤが生成されることになる。それぞれの送信データＳＤの番号をＳＤ
ｘとすると、生成される送信データＳＤの番号はＳＤ０～ＳＤ９となる。
【００２３】
　送信データＳＤ０は、フレーム番号がＦ００，Ｆ１０，Ｆ２０，Ｆ３０，Ｆ４０，Ｆ５
０，Ｆ６０，Ｆ７０，Ｆ８０，Ｆ９０であるフレームデータを結合することにより生成さ
れる。続いて送信データＳＤ１は、フレーム番号がＦ０１，Ｆ１１，Ｆ２１，Ｆ３１，Ｆ
４１，Ｆ５１，Ｆ６１，Ｆ７１，Ｆ８１，Ｆ９１であるフレームデータを結合することに
より生成される。これらと同様にして送信データＳＤ２は、フレーム番号がＦ０２，Ｆ１
２，Ｆ２２，Ｆ３２，Ｆ４２，Ｆ５２，Ｆ６２，Ｆ７２，Ｆ８２，Ｆ９２であるフレーム
データを、送信データＳＤ３は、フレーム番号がＦ０３，Ｆ１３，Ｆ２３，Ｆ３３，Ｆ４
３，Ｆ５３，Ｆ６３，Ｆ７３，Ｆ８３，Ｆ９３であるフレームデータを、それぞれ結合す
ればよい。送信データＳＤ４～ＳＤ９については、これらと同様にしてフレーム番号の下
一桁の数字が等しいフレームデータを結合させることで送信データＳＤを生成することが
できる。
【００２４】
　（結合用マップの具体例２）
　ここでは、送信データＳＤｘを生成する際に、結合すべきフレームデータに付されたフ
レーム番号の下一桁の数字をばらつかせる形態について説明する。
　具体的には結合させるべきフレームデータのフレーム番号のスキップ数をＡとすればよ
い。このとき、送信すべき画像データを構成するフレーム数をＺとした場合、ＺｍｏｄＡ
≠０の関係になることが好ましい。また、スキップ数Ａの倍数がＺの数字を超えた場合に
は、スキップ数の倍数とＺとの差の番号のフレームを結合すればよい。
【００２５】
　ここで、（Ｚ，Ａ）＝（１００，９）で、送信フレームＳＦは１０のフレームを結合す
ることで生成する具体例について説明する。まず、送信データＳＤ１は、フレーム番号が
Ｆ００，Ｆ０９，Ｆ１８，Ｆ２７，Ｆ３６，Ｆ４５，Ｆ５４，Ｆ６３，Ｆ７２，Ｆ８１で
あるフレームデータからなり、送信データＳＤ２は、フレーム番号がＦ９０，Ｆ９９，Ｆ
０８，Ｆ１７，Ｆ２６，Ｆ３５，Ｆ４４，Ｆ５３，Ｆ６２，Ｆ７１であるフレームデータ
を結合したデータとなり、以下、同様にしてそれぞれの送信データＳＤにおいて選択され
るべきフレーム番号を規定することができる。
　このとき、観察対象装置における周期的動作の周期Ｔと、スキップ数Ａに該当する時間
との最小公倍数が可及的に大きくなるように設定しておくことが好ましい。このようにし
て選択されたフレームデータを用いて生成された送信データＳＤは、観察対象装置が周期
的な動作を行っている場合において好適である。
【００２６】
　（結合用マップの具体例３）
　以上の結合用マップの具体例は、それぞれ規則性を有する結合用マップであるが、ここ
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では、規則性を有さず、送信すべき画像ファイルを構成するフレームデータのフレーム数
に関する条件は、予めデータ送信条件ＤＳＪにおいて設定されているから、フレーム番号
の範囲内で生成した乱数表に基づいて送信データＳＤにおいて結合すべきフレーム番号を
決定する方法もある。
　この都合形態において生成された送信データＳＤは、結合すべきフレームデータのフレ
ーム番号が特定の間隔で指定されるものではないため、観察対象装置が周期的な動作を行
っている場合における送信データＳＤの形態としては特に好都合である。
【００２７】
　以上の結合用マップの具体例１～３に説明したように、基準フレーム前後における所要
時間で抽出された画像データを構成するフレームデータは、時系列的に不連続な状態で結
合させて送信データＳＤｘを生成することにより、ランダムアクセスメモリ３２から外部
記録媒体３４へのデータ送信処理の途中においてトラブルが発生し、この部分における送
信データＳＤが欠落してしまったとしても、画像データのフレーム欠落の被害を最小限に
抑えることができるため好都合である。
　このようなデータの送信形態は、数千フレーム毎秒という高速で撮像を行うことが可能
な高速度カメラ２０によって、きわめて短時間において発生した現象を精密に観察する必
要がある場合においては特に好都合である。
【００２８】
　ＣＰＵ４２が送信データ生成条件ＳＳＪに基づいて生成した送信データＳＤを制御部４
０の記憶部４４が全て受信すると、ＣＰＵ４２は記憶部４４に予め記憶されている結合用
マップに対応するフレーム再組み立て用条件ＦＫＪ（フレーム再組み立て用マップ）に基
づいて、送信データＳＤを構成している複数のフレームデータを一旦個別のフレームデー
タに分割する。次にＣＰＵ４２は、分割された各々のフレームデータを時系列的に連続す
るように再度結合する処理を行う。
　このようにしてフレームデータを組み立て直すことにより得られた画像データは、ラン
ダムアクセスメモリ３２のキャプチャー領域３２ａに記憶されていた当初の画像データの
うち、トリガー条件ＴＧＪに適合したタイミングにおける基準フレームを含み、基準フレ
ームの前後数秒間部分を抽出した画像データに等しくなる。
【００２９】
　以上に説明したようにランダムアクセスメモリ３２内にキャプチャーされた画像データ
は、基準フレーム前後における所要時間で抽出されると共に送信データに構成された後、
ランダムアクセスメモリ３２から制御部４０の記憶部４４にデータ送信され、制御部４０
により時系列的に連続する画像データに組み立て直された後、制御部４０の記憶部４４か
ら外部記録媒体３４に送信するため、工程数が増えるものの、ランダムアクセスメモリ３
２内のキャプチャー領域３２ａに記憶された画像データのうち基準フレーム前後における
所要時間で抽出された画像データのフレームデータを時系列に沿って一枚ずつ順番に外部
記録媒体３４に送信した際に要する時間に比べて６０％の時間でデータ送信を完了するこ
とができた。
【００３０】
　データ収集装置本体３０の操作部５０を操作することにより、外部記録媒体３４内に記
録された画像データを再生し、表示部６０に表示させれば、トリガー発生前後における注
目すべき画像を直ちに確認することができ、トリガー発生の原因等の究明を観察現場で行
うことができる。
　また、トリガーの発生前後における画像データは可搬型の外部記録媒体３４に記録され
ているから、データ収集装置１０から容易に取り出すことができる。これにより、画像処
理プログラムが組み込まれている別体のパーソナルコンピュータに外部記録媒体３４内の
画像データを読み込ませることで、データ収集装置本体３０内で行う画像処理よりもはる
かに高度な内容で画像処理を行うことが可能になり、さらに詳細にトリガー発生前後にお
ける画像データの分析を行うことも可能である。
【００３１】
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　以上に本願発明を実施形態に基づいて詳細に説明したが、本願発明の技術的範囲は以上
に示した実施形態に限定されるものではない。例えば、本実施形態においては、ランダム
アクセスメモリ３２から外部記録媒体３４に画像データを送信する際に、高速度カメラ２
０の撮像スピードに対応した枚数のフレームデータをバイナリ的に結合する際に、結合後
において隣接するフレームデータどうしが時系列的に連続しないように結合する形態につ
いて説明しているが、ランダムアクセスメモリ３２と外部記録媒体３４との間におけるデ
ータ送信の確実性が担保されている場合には、送信データＳＤを構成する結合されたフレ
ームデータにおいて、隣接するフレームデータどうしが時系列的に連続する形態であって
もかまわないのはもちろんである。このように送信データを構成するフレームデータが時
系列的に連続した状態で結合されている場合、制御部４０は外部記録媒体３４に送信され
た送信データＳＤを個々のフレームデータに分割し、各々のフレームデータを時系列的に
連続するように再度結合する処理を省略することが可能になり、データ収集装置１０の構
成を簡略化することができるため好都合である。
【００３２】
　また、本実施形態においては、トリガー条件ＴＧとして制御部４０の記憶部に予め記憶
された基準フレームデータに対して高速度カメラ２０が撮像した画像データを構成するフ
レームデータとを比較する形態について説明しているが、高速度カメラ２０が撮像した画
像データから所要時間経過毎にフレームデータを抽出し、抽出した前後のフレームデータ
どうしの画像情報を上記実施形態と同様の手法により比較して前後のフレームデータどう
しが相違していると判断した場合にトリガーを発生させる形態を採用してもよい。これに
よれば、予め基準フレームデータを制御部４０の記憶部に記憶させておく必要がなくなる
ため操作を簡略化することができる。
　このほかにも公知のトリガー条件を採用することももちろん可能である。
【００３３】
　また、データ収集装置本体３０にＵＳＢ端子やＬＡＮ端子等の外部接続端子や、外部信
号入力端子を単数または複数配設すれば、データ収集装置１０は外部接続端子を介してホ
ストコンピュータに接続することや、外部信号を入力すること等ができる。この構成を採
用すれば、第２記録手段に記憶された画像データは、外部接続端子を介して画像処理プロ
グラムがセットアップされているホストコンピュータに送信できる。また、外部信号に基
づいたトリガー条件を設定することも可能になる。
【００３４】
　さらには、第２記憶手段は必ずしも可搬型の外部記録媒体でなくてもよい。これにより
第１記憶手段と同様にランダムアクセスメモリや、不揮発性のメモリからなる内蔵型記憶
手段を第２記憶手段に適用することが可能になる。
【００３５】
　さらにまた、本実施形態におけるデータ収集装置１０は、入力ボタンやジョグダイヤル
等により構成された操作部５０を操作することにより、高速度カメラ２０の撮像スピード
の調整、データ送信条件ＤＳＪの任意条件への設定、外部記録媒体３４に記憶された画像
データの再生方法等を適宜操作することが可能であるが、操作部５０や表示部６０を省略
することもできる。これにより、データ収集装置１０の構成が簡略化され、低コストでの
提供が可能になるため好適である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本実施形態におけるデータ収集装置の斜視図である。
【図２】本実施形態におけるデータ収集装置の概略構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３７】
１０　データ収集装置
２０　高速度カメラ
２２　通信ケーブル
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３０　データ収集装置本体
３２　ランダムアクセスメモリ
３２ａ　キャプチャー領域
３２ｂ　送信データ生成領域
３４　外部記録媒体
４０　制御部
４２　ＣＰＵ
４４　記憶部
５０　操作部
６０　表示部

【図１】 【図２】
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